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憲 法 ９条 改 悪 絶対 に 許 せ な い
代 表 理 事 齊 藤 房 雄

小泉自・公 ・保 政権の下で政治反動 がいっそ う進んでいます。

小 泉 首 相 は 、侵 略 戦 争 と植 民 地支 配 へ の無 反 省 と 結びっ き 、憲 法 が厳 格 に 定 め た 「政

教 分 離 」原 則 を 踏 み破 る靖 国神 社 へ の公 式 参 拝 宣 言 、集 団 的 自衛 権 の行 使 や 自衛 隊合 憲

化 のた め の憲 法 ９条 改 悪 、「首 相公 選 制 」導 入 な ど、就 任 直 後 か ら タカ 派 姿勢 を あ ら わ

に し てい ま す。

ガ イ ド ライ ン ＝戦 争 法 は 、自 衛 隊 の海 外 出 動 の第 一 歩 を ひ らい た が 、憲 法 の制 約 もあ

っ て 、建 前 上 は 、ア メ リカ の戦 争 に 「後 方 地 域」で し か 、自 衛 隊 は 参加 で き ない こ とに

なっ てい ま す。し か し 集 団 的 自衛 権 の行 使 とい うのは 、米 軍 のア ジ ア で の干 渉 戦 争 に 、

どこ で あ ろ う と 自由勝 手 に 参戦 で き る よ うに し よ うとい うの で あ り 、明 ら か に 憲 法 ９条

の 「戦 争放 棄 」と 矛 盾 し ま す。だ か ら こそ 自民 政 権 は 、前 政権 に 引き 続 き 「憲 法 調 査 会 」

の論 議 をへ て 憲 法 の 「明 文 」改 悪 を 目論 ん でい る ので す。

改 憲 派 の 「危 ない 教 科 書 」の 問題 も 、「戦 争 の で き る国 」を め ざ す反 動 派 の動 き と一

体 の も の で あ り 、た い へ ん危 険 で す。上 の動 向 が 、コ ンピ ュ ータ に た と え れ ば 、ハ ード

であ る の に 対 し て 、こ の 教科 書 問題 は 言 わば ソフ ト に あ た り、平 和 と民 主 主義 に とっ て

重 大 な 問題 で す。

とま れ 、い ま われ われ の大 き な 課 題 は 、憲 法改悪 阻 止 で あ り、み ん な の叡知 を 結集 し

て 奮 闘す る こ と がき わ め て重 要 で す。
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12001年 度 理 事

代 表 理 事　 齊 藤 房 雄

淦弟 竚λ だご 肱 かぐだ さ い
平 和 委員 会 は 、会 員 の納 め る 会 費 によ っ て

維 持 さ れて い ます。会 費は ３ヶ 月ご と に集 め

る こ と にな っ て い ます。（６，９，１２，３

月 ）こ の月 に 請求 書 を 発行し ま す が、担 当 理

事 また は 振 込 み （振 込 用紙 が 必 要な 方 は 連絡

く だ さ い ）で 納 入し て く だ さ い 。納 入 の 際は

領 収 書 を 出 す よ う にし て い ま す ので 、手 違 い

をな く すた め に、領 収 書 を受 け 取 っ て く だ さ

い。　　　　会 計担 当 理 事　 佐 藤 、柳 田 よ り

理　 事　 大 滝　 誠　　 小 澤 則光

久 保 田栄 吉　 佐 藤 文雄

福 田勝夫　　 山 口雪雄

事 務 局長　 井 上 仁志

会 計担当　 佐 藤安江　 柳田 まり子

監　 査　　 船 津　 寛　 久 松　 一枝

よろ しくお願い し ます
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行 事 ご よ み
１６　県 平 和 委 常 任 理 事 会 （水 戸 ）

２７　平 和 行 進 県 南 実 行 委 （つ く ば ）

７　平 和 行 進 石 岡 ・土 浦 コ ース

６
　
６

５・２８　教 科 書 採 択 に 関 す る 要 請 （土 浦 市 教 委 ）

５・３１　平 和行 進 土 浦 実 行 委 員 会 （新 婦 人 事 務 所 ）

６・１５　平 和 の 会 理 事 会 （１中 地 区 公 民 館 ）
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